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４）項目の定期的な見直し 

  健診項目等の見直しを定期的に検討するシステムについては、厚生労働科学研究費補

助金による研究班等を活用して、各学会の最新の知見に基づく、健診項目とするような

体制の在り方について検討する。 

 

（参考）現在の質問項目等について 

① 老人保健法による保健事業における基本健康診査の質問項目（現在の症状、既往歴、家族歴、

嗜好、過去の健康診査受診状況等）--具体的項目なし（※） 

 ※ 65 歳以上の者に対しては、介護予防のための生活機能評価に関する基本チェックリスト（25 項目）

が定められている。 

② 老人保健法による保健事業における生活習慣病予防に関する健康度評価のための質問票 

③ 労働安全衛生法における事業者健診における質問項目（業務歴、既往歴、自覚症状、他覚症

状）--具体的項目なし 

など、制度ごとに様々である。さらに、国民健康・栄養調査なども含め他の調査においても、質

問内容が異なっている。 

例えば、喫煙歴についての質問内容の違いは以下のとおり。 

 

 
喫煙についての質問内容 

 
（１）老人保健法による保健事業・健康度評価のための質問内容 

１ 現在の喫煙について □吸っている □過去に吸っていた □吸わない 

２ 吸い始めた年齢は   （  ）歳 

３ たばこをやめた年齢は （  ）歳 

４ １日の喫煙本数は   （  ）本 
 

（２）多くの事業所等で使用されている質問内容（国民栄養調査（～H14）と同様） 

「喫煙について」 

① 以前から（ほとんど）吸わない 

② 以前は吸っていたが今は吸わない 

③ 現在喫煙している 

④ ②、③に回答した場合→平均○○本（一日あたり）・喫煙歴○○年 

※ 留意事項（「第 5次循環器疾患基礎調査」より） 

「以前から（ほとんど）吸わない」には、以前一時的に吸った経験があっても現在吸っていない者も

含める。 

「以前は吸っていたが今は吸わない」とは、以前一定期間以上（1年以上）吸っていた経験があり、

現在吸わない者をいう。 

 

（３）国民健康・栄養調査（H15～）の質問内容 

・「あなたは、これまでにたばこを吸ったことがありますか。」 

１ 合計 100 本以上、又は６ヶ月以上吸っている（吸っていた） 

２ 吸ったことはあるが合計 100 本未満で６ヶ月未満である 

３ まったく吸ったことがない 

 

・「現在（この 1ヶ月間）、あなたはたばこを吸っていますか。あてはまる番号を 1つ選んで○印をつけて

ください。」 

１ 毎日吸う 

２ ときどき吸っている 

３ 今は（この 1ヶ月間）吸っていない 

※ 「現在習慣的に喫煙をしている者」の定義は、「合計 100 本以上、又は６ヶ月以上吸っている者」

のうち、現在（この 1ヶ月間）「毎日吸う」又は「ときどき吸っている」者である。 


